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１．特別閲覧又は出納依頼かの選択をする。
２．書誌的事項及び抄録（発明の要約又は主要図面等）のみを調査する場合は、国別整理番号 の「特許英文抄録」で
可能である。
３．発行形態は日本と同様に公報が全文明細書入りの完全明細書である。
４．「特許公報」とは別に1983年から「公開特許公報」（国別整理番号 ）も発行されている。
５．特許資料は本文大韓民国の項を参照。


